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七 六

一一一五 四

一一

法
政
史
学
第
六
十
六
号

一
一
二
一
一
一
年
（
法
文
①
～
⑩
）
（
以
上
「
専
修
法
学
論
集
」
第
五
九
号

［
一
九
九
三
年
九
月
］
）

一
一
一
一
四
年
（
法
文
⑪
～
⑳
）
（
以
上
同
六
○
号
［
一
九
九
四
年
三

月
己

一
一
二
五
年
一
月
～
一
○
月
（
法
文
⑳
～
⑫
）
（
以
上
同
六
一
号

□
九
九
四
年
七
月
］
）

一
一
一
一
五
年
一
一
月
～
三
一
六
年
（
法
文
⑬
～
⑮
）
（
以
上
同
六
一
二

号
［
一
九
九
五
年
三
月
］
）

三
一
七
年
～
一
一
一
一
九
年
一
一
一
月
（
法
文
⑯
～
⑳
）
（
以
上
「
立
教
法

学
」
第
四
三
号
［
一
九
九
六
年
二
月
］
）

三
一
九
年
四
月
～
七
月
（
法
文
⑳
～
⑩
）
（
以
上
何
四
五
号
［
一

九
九
六
年
九
月
三

三
一
九
年
七
月
～
一
○
月
（
法
文
⑭
～
⑩
）
（
以
上
同
四
七
号

〈
史
料
紹
介
〉

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典

（
Ｏ
ｏ
ｑ
①
〆
弓
丘
①
。
□
○
四
四
口
口
の
）
（
一
六
）

□
九
九
七
年
七
月
］
）

八
一
二
一
九
年
一
一
月
～
一
一
三
○
年
二
月
（
法
文
⑩
～
⑪
）
（
以

上
同
五
○
号
□
九
九
八
年
七
月
己

九
一
二
一
一
○
年
二
月
～
一
一
三
一
年
一
月
（
法
文
⑭
～
⑳
）
（
以
上

同
五
三
号
〔
一
九
九
九
年
七
月
］
）

○
一
一
一
一
一
一
年
二
月
～
八
月
（
法
文
⑪
～
⑰
）
（
以
上
何
五
六
号

三
○
○
○
年
八
月
］
）

一
一
一
一
一
一
一
年
八
月
～
一
一
三
三
年
四
月
（
法
文
⑯
～
⑯
）
（
以
上

向
五
八
号
［
二
○
○
一
年
七
月
］
）

二
一
一
一
二
一
一
一
年
五
月
～
一
一
一
一
一
五
年
六
月
（
法
文
⑰
～
⑳
）
（
以
上

「
法
政
史
学
」
第
五
七
号
［
二
○
○
二
年
三
月
］
）

一
一
一
三
一
一
五
年
六
月
～
一
一
三
六
年
三
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
上

向
五
九
号
［
二
○
○
三
年
一
一
一
月
］
）

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
研
究
会

（
代
表
後
藤
篤
子
）

四
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同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
乙
帝
が
〈
ア
ー
フ
リ
カ
諸
州

（
１
）

の
〉
総
監
ア
ン
ニ
ウ
ス
Ⅱ
テ
ィ
ベ
リ
ア
ー
ヌ
ス
に
〈
一
日
一
示
す
〉
。

退
役
兵
の
息
子
ら
が
都
市
参
事
会
員
の
負
担
に
結
び
付
け
ら
れ
る

旨
、
寛
裕
な
る
我
等
が
定
め
た
こ
と
を
、
汝
は
諸
州
の
す
べ
て
の
総

督
た
ち
に
周
知
せ
し
め
よ
。
而
し
て
、
ペ
ル
フ
エ
ク
テ
イ
ッ
シ
ミ
ー

（
２
）

（
３
）

級
の
位
階
に
あ
る
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
た
者
ど
も
も
、
ま
た
都
市
参
事
会

へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
、
公
共
の
必
要
な
職
務
に
服
す
べ
し
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ゥ
ス
と
マ
ー
ク
シ
ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
四
月
二
一
日
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
で
掲
示
す
。

⑳
第
一
二
巻
第
一
章
第
一
五
法
文

一
四
一
一
三
六
年
一
一
一
月
～
七
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
上
何
六
二
号

三
○
○
四
年
九
月
］
）

一
五
一
一
一
一
一
六
年
八
川
～
一
一
一
一
一
七
年
一
一
一
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以
上

同
六
四
号
［
一
一
○
○
五
年
九
月
］
）

’
六
一
一
一
二
七
年
四
月
～
一
一
三
九
年
一
一
月
（
法
文
⑳
～
⑳
）
（
以

上
本
誌
）

（
承
前
）

テ
ォ
ド
シ
ゥ
ス
法
典
（
Ｏ
・
ロ
①
浜
弓
冨
。
□
・
の
国
目
⑪
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
乙
帝
が
ア
ー
フ
リ
カ
住
民
に

〈
宣
示
す
〉
。

国
庫
へ
の
支
払
い
を
遅
延
さ
せ
る
肴
ど
も
に
と
っ
て
、
滞
納
し
て

（
１
）

い
た
税
の
猶
予
が
何
ら
か
の
形
で
利
益
と
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

（
２
）

と
、
汝
ら
が
そ
の
雲
雨
願
決
議
に
よ
っ
て
至
当
に
も
願
い
出
て
き
た
の

で
、
我
等
は
と
り
わ
け
次
の
こ
と
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
定
め
る
。
す

な
わ
ち
、
国
庫
に
対
す
る
債
務
の
支
払
い
を
強
情
に
も
遅
延
さ
せ
る

⑳
第
二
巻
第
七
章
第
四
法
文

（
１
）
Ｃ
・
少
自
言
弓
】
す
の
畠
目
印
・
法
文
⑳
註
（
１
）
参
照
。
な
お
、
同

所
で
「
ア
ー
フ
リ
ヵ
州
の
総
監
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
ア
ー
フ

リ
ヵ
諸
州
の
総
監
」
の
誤
り
。

（
２
）
己
の
弓
ｎ
房
の
百
四
白
の
．
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ミ
ー
級
に
つ
い
て

は
、
法
文
④
註
（
１
）
参
照
。

（
３
）
の
。
＆
・
可
の
Ｓ
ｍ
》
＆
ず
・
一
・
は
、
た
と
え
実
際
に
ペ
ル
フ
エ
ク
テ
ィ
ッ

シ
ミ
ー
級
の
位
階
を
獲
得
し
て
い
る
将
で
あ
っ
て
も
、
都
市
参
事
会

に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
の
三

亘
四
＆
一
自
白
【
を
「
（
位
階
を
獲
得
し
た
と
）
都
合
よ
く
思
い
込
む
」

と
解
釈
す
る
な
ら
、
こ
の
位
階
を
僧
称
し
て
い
る
者
が
都
市
参
事
会

に
召
喚
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

五
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⑳
第
二
巻
第
二
阿
章
第
二
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
コ
ー
ン
ス
タ

（
１
）

ン
一
ナ
ィ
ウ
ス
に
〈
宣
示
す
〉
。

者
た
ち
の
財
産
は
売
却
さ
れ
、
購
入
者
に
は
〈
そ
の
財
産
の
〉
保
有

が
永
久
に
確
保
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
後
略
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
マ
ー
ク
シ
ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
五
月
一
八
日
セ
ル
デ
ィ
カ
で
付
与
す
。

法
政
史
学
第
六
十
六
号

（
１
）
【
の
百
口
・
日
日
冨
旨
の
・
国
の
日
目
目
へ
の
①
ｎ
戸
の
一
は
本
法
文
を
引
用
し

て
こ
の
一
塁
白
の
を
「
免
除
向
『
一
四
の
の
」
の
意
味
と
取
る
が
、
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
‐

可
①
目
の
》
且
戸
一
・
は
「
猶
予
ｓ
一
畳
・
」
と
取
る
。
「
免
除
」
の
意
味
で

取
っ
た
場
〈
Ⅱ
、
「
利
益
と
な
る
ロ
・
ぐ
の
己
『
の
〔
」
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、

「
何
ら
か
の
形
で
呂
四
」
と
い
う
語
と
あ
ま
り
符
合
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
冨
旨
の
は
「
免
除
」
よ
り
「
猶
予
」
と
取
る
方
が
妥

当
で
あ
り
、
本
文
で
は
こ
の
訳
を
採
用
し
た
。

（
２
）
目
す
、
］
四
日
昌
一
。
『
の
ｍ
－
Ｈ
四
・
田
・
ニ
ニ
］
胃
ご
自
岑
⑮
向
冒
、
ｓ
ご
「
冒
蕃
、
記
○
ミ
ロ
苫

ニ
ミ
且
（
伊
○
己
自
］
①
①
画
・
図
己
・
＆
・
）
七
・
四
℃
四
は
、
本
法
文
を
ア
ー
フ

リ
ヵ
州
の
州
会
議
宛
勅
答
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
考
え
を
受
け

入
れ
、
こ
の
箇
所
は
州
会
識
の
決
議
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
た
。

存
命
者
の
財
産
を
善
良
の
風
俗
に
反
し
て
利
用
し
た
り
分
割
す
る

（
２
）

権
限
は
、
た
し
か
に
何
ぴ
と
に
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

子
ら
が
母
親
の
指
示
で
そ
の
財
産
を
自
分
た
ち
の
間
で
分
割
し
た
と

き
は
、
そ
の
生
存
の
最
後
の
時
ま
で
〈
母
親
の
〉
意
思
が
同
じ
ま
ま

に
保
た
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
限
り
で
、
こ
の
穂
の
分
割
が
あ
ら

ゆ
る
面
で
〈
有
効
に
〉
存
続
す
べ
き
で
あ
る
と
我
等
は
決
し
た
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
マ
ー
ク
シ
ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
六
月
二
日
に
付
与
す
。

（
１
）
Ｃ
目
の
［
目
〔
旨
の
．
法
文
⑳
註
（
１
）
参
照
。

（
２
）
ロ
ー
マ
法
上
、
存
命
中
の
第
三
者
の
遺
産
に
関
し
て
な
さ
れ
た

契
約
（
贈
与
、
問
答
契
約
、
無
方
式
の
合
意
な
ど
）
は
道
徳
的
に
是

認
さ
れ
ず
に
無
効
と
さ
れ
、
「
勅
法
彙
纂
」
第
二
巻
第
三
章
第
一
一
一
○

節
前
文
、
第
二
法
文
、
第
三
法
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
反
道
徳
性
は
、

取
得
者
が
他
人
の
遺
産
に
対
す
る
望
み
と
と
も
に
被
相
続
人
の
間
も

な
い
死
を
期
待
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
勅
法
は

存
命
中
の
母
親
の
指
示
に
よ
る
子
の
間
で
の
分
割
合
意
と
い
う
個
別

事
例
に
関
し
て
そ
の
契
約
の
有
効
性
を
認
め
て
お
り
、
の
ち
に
は
、

被
相
続
人
が
同
意
し
て
そ
の
同
意
が
被
相
続
人
の
死
ま
で
取
り
消
さ

れ
な
い
場
合
に
、
一
般
的
に
こ
の
種
の
契
約
が
有
効
と
き
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
。
【
・
【
鯉
の
①
Ｈ
》
ロ
自
己
ミ
湯
ミ
ヰ
ミ
ミ
ｇ
三
（
法
文
⑮
註

（
２
）
所
引
）
》
弓
・
←
『
、
‐
合
①
己
・
合
①
》
目
．
①
‐
】
】
己
・
崖
②
白
・
望
．

一一一一ハ
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同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
乙
帝
が
首
都
長
官
ユ
ー
リ

（
１
）

ア
ー
ヌ
ス
に
〈
一
日
一
示
す
〉
・

原
状
回
復
を
求
め
る
た
め
の
期
間
が
既
定
の
通
り
に
守
ら
れ
て
、

法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
期
間
内
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
猶
予
が

原
告
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
何
ぴ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

（
２
）

る
に
し
て
‘
も
、
事
情
が
審
理
さ
れ
て
、
猶
予
が
与
え
ら
れ
る
べ
し
。

他
方
、
も
し
、
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
期
間
内
に
お
さ
ま
ら

な
い
よ
う
な
〈
猶
予
〉
期
間
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、

も
し
、
〈
そ
の
よ
う
な
猶
予
願
い
が
〉
前
述
の
期
間
の
範
閉
内
で
求

め
ら
れ
て
も
、
そ
の
期
限
を
引
き
延
ば
す
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
原

告
に
対
す
る
猶
予
は
拒
絶
さ
れ
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
求
め
ら
れ
た
猶
予
に
よ
る
休
止
期
間
が
、
残
さ
れ
た
時
間
内
に

⑳
第
二
巻
第
七
章
第
二
法
文

テ
ォ
ド
シ
ゥ
ス
法
典
（
ｎ
．
」
の
※
弓
冒
・
□
◎
の
白
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

な
お
、
の
◎
三
．
可
の
Ｓ
ｍ
》
且
す
」
・
は
Ｑ
①
己
。
己
の
■
の
貝
冒
三
一
の
ぐ
一
ぐ
Ｃ
『
目
】

と
ロ
①
、
＆
ぐ
一
□
■
ご
＆
ｍ
Ｃ
Ｃ
ｐ
Ｒ
四
ウ
Ｃ
ｐ
Ｃ
の
Ｂ
Ｃ
Ｈ
の
の
…
一
一
８
貝
国
と
を
カ
ン
マ

で
区
切
っ
て
お
り
、
こ
の
パ
ン
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
従
え
ば
、

「
存
命
者
の
財
産
を
不
当
に
獲
得
し
た
り
、
善
良
の
風
俗
に
反
し
て

分
割
す
る
権
限
は
、
・
・
・
…
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
さ
ま
る
〈
よ
う
に
、
し
か
る
べ
き
〉
と
き
に
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と

は
、
原
告
の
裁
量
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑪
し
か
し
、
も
し
、
〈
原
状
回
復
を
求
め
ら
れ
た
〉
占
有
者
ら

の
た
め
の
弁
護
が
、
猶
予
に
よ
る
擁
護
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

理
由
が
申
し
立
て
ら
れ
た
う
え
で
、
期
間
の
妨
げ
な
く
猶
予
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
を
我
等
は
認
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
つ
な
ん
ど
き
訴

追
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
被
告
に
は
選
択
権
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
求
め
ら
れ
た
時
間
の
長
さ
が
勅
法
の
規
定

を
超
え
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
〈
猶
予
が
被
告
に
〉
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
も
し
も
、
占
有
者
に
よ
っ
て
〈
猶
予
が
〉
得
ら
れ
る
な

ら
ば
、
〈
原
状
回
復
の
〉
請
求
者
が
証
拠
収
集
に
お
い
て
そ
の
猶
予

を
利
用
す
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
禁
じ
ら
れ
な
い
。

七
月
一
九
日
に
付
与
す
。
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
マ
ー
ク
シ

ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
に
ロ
ー
マ
で
掲
示
す
。

（
１
）
三
言
房
・
法
文
⑳
註
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
原
状
Ⅲ
復
の
制
度
を
利
川
す
る
際
に
は
、
一
定
の
正
当
原
因

（
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
等
）
を
有
す
る
者
が
一
定
期
間
内
に
請
求

す
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
二
五
歳
未
満
の
未

成
年
者
が
原
状
回
復
を
求
め
る
場
合
に
は
、
法
文
⑭
に
あ
る
よ
う

に
、
ロ
ー
マ
市
内
お
よ
び
ロ
ー
マ
市
か
ら
一
○
○
マ
イ
ル
内
で
は
三

七
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⑳
第
一
一
巻
第
三
○
章
第
一
囚
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ロ
ー
マ
市
の
帝
室
財

（
１
）

（
２
）

産
管
理
官
ウ
ィ
ク
ト
ル
に
〈
一
旦
示
す
〉
・

幾
人
か
の
国
庫
の
債
務
者
が
、
債
務
額
の
弁
済
を
命
じ
ら
れ
た
時

に
、
異
議
申
立
と
い
う
救
済
策
を
さ
し
挟
む
こ
と
に
よ
り
執
行
の
効

力
を
回
避
し
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
見
解
書
の
写
し
を
求
め
る
こ
と
や

法
政
史
学
第
六
十
六
号

○
歳
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
で
は
二
九
歳
ま
で
、
属
州
で
は
二
八
歳
ま
で

が
原
状
回
復
の
訴
訟
を
提
起
で
き
る
期
限
と
定
め
ら
れ
、
と
同
時

に
、
原
状
回
復
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
を
追

行
し
終
了
さ
せ
る
べ
き
期
間
（
た
だ
し
具
体
的
な
日
数
に
つ
い
て
は

言
及
が
な
い
）
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。

本
法
文
は
、
原
状
回
復
の
訴
訟
が
規
定
の
期
間
内
に
提
起
さ
れ
て

裁
判
が
開
始
さ
れ
た
の
ち
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
猶
予
が
求
め
ら
れ

た
と
き
の
扱
い
を
定
め
た
も
の
で
、
原
状
Ⅲ
復
の
請
求
者
に
よ
る
猫

予
願
い
は
、
独
予
に
よ
る
裁
判
の
休
止
期
間
と
裁
判
に
要
す
る
Ⅱ
数

の
合
計
が
訴
訟
を
遂
行
し
終
了
さ
せ
る
べ
き
期
間
を
超
え
て
認
め
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
他
方
、
原
状
回
復
を
請
求
さ
れ
た
占
有
者

に
よ
る
猶
予
願
い
は
、
訴
訟
を
遂
行
し
終
了
さ
せ
る
べ
き
期
間
を
超

え
て
も
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

反
論
の
願
い
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
は
意
を
用
い
て
い
な
い
の
で
、

以
下
の
こ
と
が
決
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
手
続
き
を
完
了
す
べ
き

（
３
）

〈
期
間
と
し
て
〉
以
前
に
定
め
ら
れ
た
日
数
以
内
に
、
こ
れ
ら
の
こ

と
を
為
す
た
め
の
上
訴
人
の
労
が
取
ら
れ
な
い
と
き
は
、
異
議
申
立

は
上
訴
人
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
と
見
倣
さ
れ
て
、
直
ち
に
債
務
が

取
り
立
て
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
マ
ー
ク
シ
ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

の
七
月
三
一
日
に
付
与
す
。

（
１
）
旦
一
・
昌
一
の
旨
亘
の
用
・
ロ
】
四
の
．
原
則
と
し
て
各
管
区
に
一
人
置
か
れ

た
帝
室
財
産
管
理
官
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
註
（
１
）
を
参
照
。
罰

□
の
一
日
巴
【
①
》
ト
ミ
殖
虜
⑫
囲
い
冒
忌
⑮
②
亘
忌
吻
茸
（
冒
冒
（
宛
○
日
の
》
』
①
毛
）
》
□
・

畠
、
に
よ
れ
ば
、
「
ロ
ー
マ
市
の
帝
室
財
産
管
理
官
」
は
ロ
ー
マ
巾

だ
け
で
は
な
く
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
・
コ
ル
シ
カ
・
シ
チ
リ
ア
を
除
く

イ
タ
リ
ア
半
島
中
南
部
も
管
轄
し
た
。

（
２
）
ご
一
Ｒ
Ｃ
Ｒ
・
本
法
文
以
外
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
、
｛
・
酉
昂
閃
・
一
も
．

①
①
『
（
二
目
、
『
○
用
巴
．

（
３
）
法
文
⑩
・
⑳
は
、
上
訴
の
手
続
き
や
期
間
に
つ
い
て
、
裁
判
官

の
「
見
解
書
目
三
○
」
も
し
く
は
皇
帝
へ
の
「
報
告
書
Ｈ
の
一
畳
・
」
や

「
伺
書
８
口
皇
［
畳
・
」
の
写
し
が
一
○
日
以
内
に
訴
訟
当
事
者
に
交

付
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
「
反
論
の
願
い
書
Ｈ
の
旨
目
・
旨
①

ロ
の
８
ｍ
」
が
五
日
以
内
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
・
確
認
し

八
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⑳
第
一
巻
第
四
章
第
二
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
マ
ー
ク
シ

（
１
）

ム
ス
に
〈
一
旦
示
す
〉
。

パ
ウ
ル
ス
の
著
作
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
そ
の
権

威
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
〈
有
効
性
が
〉
確
証
さ
れ
、
全
幅
の
尊
敬
を

も
っ
て
称
揚
さ
れ
る
べ
し
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
き
Ⅲ
附
き
、
完
壁
な
文

（
２
）

体
そ
し
て
最
も
正
当
な
法
の
理
を
備
え
て
い
る
「
断
案
録
」
が
法
廷

に
お
い
て
〈
根
拠
と
し
て
〉
持
ち
出
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
有

効
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
マ
ー
ク
シ
ム
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
・
』
の
〆
弓
宮
の
ａ
。
⑫
国
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
の
。
＆
・
可
①
目
の
》
昌
彦
」
・
は
、
「
以
前
に
定
め

ら
れ
た
日
数
以
内
」
と
は
。
五
日
以
内
」
と
断
定
す
る
。
帝
政
後

期
に
お
け
る
上
訴
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑭
註
（
３
）
も
参

昭岼。な
お
、
「
ロ
ー
マ
市
の
帝
室
財
産
管
理
官
」
の
法
廷
か
ら
の
上
訴

を
審
理
す
る
の
は
、
す
で
に
「
皇
帝
に
代
わ
っ
て
ぐ
－
８
の
胃
国
」
裁

判
を
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
法
文
⑭
参
照
）
首
都
長
官
で

あ
る
（
法
文
⑭
註
（
３
）
参
照
）
の
で
、
本
法
文
で
は
皇
帝
へ
の

「
報
告
書
」
・
「
伺
書
」
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）

の
九
月
一
一
七
口
ｕ
ト
レ
ー
ウ
ィ
リ
ー
で
付
与
す
。

（
１
）
三
塁
日
巨
の
．
一
一
一
一
一
七
～
一
一
一
二
八
年
、
一
一
一
一
一
一
二
～
一
一
一
一
一
一
一
一
一
年
、
お

よ
び
一
一
一
一
一
一
七
年
に
道
長
官
職
に
就
い
た
ご
巴
の
旨
の
三
目
百
房
と
考
え

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
イ
タ
リ

ア
か
ら
東
部
に
戻
っ
て
き
た
三
二
六
年
遅
く
オ
リ
エ
ー
ン
ス
道
長
官

と
な
り
、
同
帝
の
下
で
一
一
一
一
一
七
～
一
一
一
三
八
年
そ
の
職
務
を
果
た
し

た
。
そ
の
後
、
一
一
一
三
一
年
遅
く
剛
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ゥ
ス
と
と

も
に
ガ
リ
ア
に
赴
き
、
同
副
帝
の
道
長
官
職
を
一
一
一
一
一
一
二
～
三
一
一
一
一
一
一
年

の
間
務
め
る
。
三
一
一
一
七
年
に
は
、
ド
ナ
ウ
河
前
線
に
赴
い
た
副
帝
ダ

ル
マ
テ
ィ
ウ
ス
□
四
一
日
四
盲
の
の
も
と
で
道
長
官
を
務
め
た
。
法
文
⑳
、

⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳
の
名
宛
人
と
同
一
人
物
で
、
三
二
七
年
の
コ
ー
ン

ス
ル
（
本
法
文
の
⑭
弓
の
ａ
目
・
に
出
て
く
る
「
マ
ー
ク
シ
ム
ス
」
）

で
も
あ
っ
た
。
酉
帛
向
・
一
・
弓
・
＄
三
・
［
『
巴
の
己
⑫
言
昌
日
巨
印
乞
］
・
ａ
・

因
由
日
①
の
》
」
冬
邑
□
邑
言
も
』
缶
．

（
２
）
の
①
日
①
口
冨
日
日
一
一
頁
○
ｍ
・
本
書
は
、
紀
元
後
一
一
一
世
紀
初
め
に
活
躍

し
た
法
学
者
パ
ウ
ル
ス
勺
目
一
口
⑫
の
著
作
と
さ
れ
、
の
①
貝
の
呂
四
日
日
且

窒
巨
ヨ
ー
ー
ウ
ュ
ロ
已
且
口
の
と
題
さ
れ
、
勺
目
一
一
ｍ
の
ご
〔
①
三
四
①
ま
た
は
の
①
ロ
ー

〔
自
冨
の
勺
目
一
一
と
通
称
さ
れ
る
。
本
書
は
、
帝
政
後
期
に
は
い
っ
て

か
ら
、
裁
判
基
準
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
特

に
近
時
に
お
い
て
は
、
本
書
は
、
パ
ウ
ル
ス
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
紀
元
後
三
○
○
年
頃
に
、
パ
ウ
ル
ス
の
著
作
と

し
て
伝
承
し
て
い
た
種
々
の
著
作
物
か
ら
無
名
氏
に
よ
っ
て
抜
粋
、

九
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⑳
第
一
四
巻
第
二
四
章
第
一
法
文

一
一
一
二
八
年

法
政
史
学
第
六
十
六
号

編
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
断
案
録
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
パ
ウ
ル
ス
の
生
き
て
い
た
時

代
の
法
状
況
を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
常
に
問
題
と
な
り
得

る
。
ｏ
｛
・
因
の
【
ぬ
①
【
》
向
菖
ミ
ニ
８
塁
、
ロ
ミ
ミ
邑
旦
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所

引
）
．
⑭
．
『
・
〔
の
①
日
日
ｇ
の
勺
目
一
一
］
一
言
の
ｇ
□
自
己
言
胃
言
コ
ミ
ミ
ミ

■
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
も
・
膚
．

（
３
）
写
本
通
り
の
コ
ー
ン
ス
ル
年
だ
と
す
る
と
、
○
目
の
国
三
・
の
庁

三
邑
日
・
は
三
一
一
七
年
を
示
す
が
、
二
．
日
日
の
①
Ｐ
己
す
」
・
は
、
発
布

年
と
発
布
地
が
合
わ
な
い
と
疑
問
を
呈
し
、
の
①
の
、
丙
》
記
侭
べ
ぃ
§
》
己
．
＄

は
、
一
一
一
二
八
年
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
一
一
二
七
年
に
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
ガ
リ
ア
に
い
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
に
し
て

も
、
信
瀝
性
の
あ
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
三
二
七
年
に
彼
は
東
部
に
滞

在
し
て
お
り
、
一
一
三
八
年
に
ド
ナ
ウ
、
ラ
イ
ン
両
河
付
近
に
、
一
一
一
二

九
年
ポ
ス
ポ
ロ
ス
ヘ
の
帰
途
シ
ル
ミ
ウ
ム
に
、
滞
在
し
て
い
る
か
ら

と
す
る
。
そ
の
場
合
、
本
法
文
の
⑪
弓
の
＆
目
・
は
、
は
じ
め
己
・
ｐ

Ｃ
Ｃ
ｐ
の
□
＆
】
①
【
三
塁
目
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
そ
の
他
の
勅
法

（
ｏ
ご
『
・
］
》
一
．
坪
』
．
］
①
》
←
》
「
＆
Ｐ
、
）
と
の
整
合
性
も
生
ま
れ
る
と
す

る
。

（
－
）

コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
ア
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
食
糧
管
理
長
官
ケ
レ
ァ
ー
リ
ス

に
〈
宣
示
す
〉
。

（
２
）

誰
ｊ
ｂ
所
有
権
を
主
張
で
き
な
い
よ
う
な
顛
落
財
産
と
な
っ
た
抽
販

（
３
）

（
４
）

一
元
所
は
、
〈
貴
官
の
〉
部
署
を
通
じ
て
一
一
○
フ
ォ
リ
ス
で
売
却
さ
れ

る
こ
と
。
し
か
し
、
も
し
何
ぴ
と
か
が
、
前
述
の
〈
二
○
〉
フ
ォ
リ

ス
で
購
入
さ
れ
た
柚
販
売
所
を
よ
り
高
い
価
格
で
転
売
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
者
は
鉄
の
鎖
で
縛
ら
れ
て
、
イ
ー
リ
ュ
リ
ク
ム
へ
と
移
送

（
５
）

さ
れ
、
し
か
る
べ
き
罰
に
服
す
べ
し
。
他
方
、
Ｊ
ｂ
し
〈
一
一
○
フ
ォ
リ

ス
で
購
入
し
て
〉
そ
の
所
有
権
下
に
油
販
売
所
を
も
つ
者
が
人
生
を

全
う
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
柚
販
売
所
を
、
そ
の
者
の
他
の
財
産
と
と

も
に
、
相
続
法
に
則
っ
て
し
か
る
べ
き
承
継
人
た
ち
に
移
転
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

一
一
一
月
一
日
に
ニ
ー
コ
メ
ー
デ
ィ
ー
ア
で
付
与
し
、
四
月
六
日
に
ロ
ー

マ
で
受
領
す
。

（
１
）
Ｃ
の
Ｈ
ｇ
夛
夛
①
員
言
Ｃ
①
【
の
四
一
一
ｍ
は
、
三
一
一
八
年
に
食
糧
管
理
長

官
、
一
一
一
五
一
一
～
三
五
三
年
に
首
都
長
官
、
一
一
一
五
八
年
に
コ
ー
ン
ス
ル

を
務
め
た
。
酉
昂
閃
・
一
》
弓
」
①
「
‐
』
①
①
（
害
の
国
言
の
、
の
【
①
昌
一
の
画
）
．

（
２
）
Ｂ
Ｓ
Ｂ
①
．
遺
言
は
有
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
さ
れ

四
○
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⑪
第
二
巻
第
一
六
章
第
四
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
ア
エ
ミ
リ

（
１
）

ア
ー
ヌ
ス
に
〈
一
旦
示
す
〉
。

ム
ネ
ラ

（
２
）

臨
時
の
負
担
の
賦
課
は
都
市
参
事
〈
君
首
席
た
ち
に
委
ね
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
州
総
督
ら
は
以
下
の
よ
う
に
訓
示
さ
る
べ

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
Ｃ
Ｑ
貝
弓
ケ
の
。
□
◎
の
一
目
巨
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

た
相
続
人
の
死
亡
等
に
よ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た

財
産
の
こ
と
。
因
の
【
ぬ
①
Ｈ
》
雪
Ｇ
ａ
ｇ
皇
同
ロ
ミ
ご
ミ
ミ
（
法
文
⑫
註

（
３
）
所
引
）
・
の
．
『
・
［
Ｃ
四
目
８
］
》
因
①
巨
日
四
日
く
め
の
ｎ
戸
①
一
七
・
ｍ
］
．

（
３
）
三
の
ロ
の
四
①
○
一
の
昌
四
の
．
脚
家
が
ア
ー
フ
リ
カ
諸
州
で
調
達
し
た
袖

を
首
都
住
民
に
対
し
て
無
料
で
配
給
す
る
制
度
は
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ

ス
Ⅱ
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
国
家
に
よ
る
油
の
無
料
配
給
だ
け
で
な
く
、
油
の
独
占
販
売
も

行
っ
て
い
た
柚
販
売
所
は
、
ロ
ー
マ
市
内
に
二
三
○
○
軒
あ
っ
た
と

い
う
。
Ｃ
こ
○
ロ
の
⑫
》
倍
島
田
も
．
「
二
・

（
４
）
三
一
ｍ
・
法
文
⑳
註
（
２
）
お
よ
び
法
文
⑰
註
（
３
）
を
参
照
。

（
５
）
の
Ｃ
ｓ
・
可
の
ｓ
の
》
己
ロ
」
・
は
、
こ
の
罰
を
鉱
山
送
り
の
刑
＆
日
目
‐

〔
】
Ｃ
ｓ
日
の
巨
一
巨
日
と
解
す
る
。
イ
ー
リ
ュ
リ
ク
ム
は
金
鉱
が
有
名
で
、

こ
の
辺
り
一
帯
の
鉱
山
は
イ
ー
リ
ュ
リ
ク
ム
諸
州
の
鉱
山
監
督
官

８
日
の
の
日
①
白
一
一
・
日
目
ロ
①
二
一
一
胃
－
２
日
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
、
（
・

］
・
ど
の
印
》
屋
同
己
・
忠
の
。

き
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
自
身
が
か
か
る
賦
課
を
実
行
し
、
向
ら

（
３
）

の
手
で
詳
細
に
書
き
留
め
、
か
つ
紫
紅
色
の
イ
ン
ク
で
〈
負
担
者

の
〉
名
を
書
き
添
え
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。
そ
の
際
、
以
下
の
決
ま

り
が
遵
守
き
る
べ
き
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
提
供
さ
る
べ
き
も
の
は
先

（
４
）

ず
富
裕
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
に
中
間
層
、
そ
し
て
最
下
層
の
者

た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
播

種
や
収
穫
に
い
そ
し
ん
で
い
る
農
民
が
臨
時
の
労
務
に
駆
り
出
さ
れ

（
５
）

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
必
要
を
満
た

す
に
は
時
宜
を
得
る
こ
と
が
思
慮
深
き
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上

の
こ
と
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
貴
官
の
代
官
ら
の
名
誉
喪

失
を
招
き
、
州
総
督
の
下
僚
ら
の
頭
格
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

（
６
）

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
州
総
督
た
ち
は
、
何
が
必
要
と
さ
れ
て
い
て
力

（
７
）

ピ
タ
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
、
た
と
え
ば
、
ど

（
８
）

れ
ほ
ど
の
公
共
便
の
た
め
の
奉
仕
が
供
さ
れ
る
べ
き
か
、
ど
れ
ほ
ど

の
労
働
が
供
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
〈
他
の
〉
何
が
ど
の
程

度
供
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
向
ら
の
手
で
書
き
記
す
べ
き
で
あ
り
、
Ｒ

（
９
）

分
が
確
認
し
た
と
書
く
こ
と
。
そ
の
際
も
吉
田
裕
層
、
中
間
層
、
最
下

層
の
間
で
前
述
の
負
担
の
順
序
が
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

五
月
九
日
ロ
ー
マ
で
朗
読
す
。
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法
政
史
学
第
六
十
六
号

（
１
）
シ
①
昌
一
一
目
房
．
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
本
法
文
か
ら
知
ら
れ
る
の

み
。
本
法
文
が
ロ
ー
マ
市
で
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お

そ
ら
く
副
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
も
と
で
イ
ー
タ
リ
ア
道
長

官
を
務
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
、
（
・
酉
昂
同
・
一
ら
・
層
（
シ
の
己
一
国
‐

ご
口
の
四
）
。

（
２
）
己
月
冨
一
の
印
・
都
市
参
事
会
首
席
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑮
註

（
３
）
を
参
照
。
な
お
、
法
文
⑮
で
は
「
参
事
会
主
席
」
と
表
記
し

た
が
、
以
後
は
「
都
市
参
事
会
首
席
」
と
表
記
す
る
。

（
３
）
Ｂ
Ｓ
Ｅ
白
日
・
法
文
⑱
註
（
３
）
を
参
照
。

（
４
）
曰
①
Ｓ
Ｃ
Ｒ
の
⑰
・
の
。
＆
・
可
の
ｓ
の
．
且
ヶ
・
一
・
は
、
本
巻
本
章
第
三
法
文

（
法
文
⑭
）
に
付
し
た
註
を
参
照
せ
よ
と
し
、
そ
こ
で
は
日
の
Ｓ
Ｃ
Ｒ
の
ｍ

を
已
目
己
の
［
①
の
（
取
る
に
足
り
な
い
財
産
の
者
た
ち
・
貧
者
）
、
】
呂
己

（
最
下
層
の
者
た
ち
）
に
き
わ
め
て
近
い
意
味
と
し
て
い
る
。
た
し

か
に
法
文
⑭
で
は
日
①
＆
Ｃ
Ｒ
の
の
に
対
し
て
己
・
言
円
の
⑫
（
富
裕
者
）
と

い
う
語
が
出
て
く
る
の
み
な
の
で
、
日
の
ｓ
ｏ
Ｒ
①
ｍ
を
「
取
る
に
足
り

な
い
財
産
の
者
た
ち
」
と
訳
出
し
た
が
、
本
法
文
で
は
富
裕
層
と
最

下
屑
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
「
中
間
層
」
と
訳
し
た
。

（
５
）
○
○
岳
・
可
①
目
の
．
昌
戸
一
・
は
播
種
と
収
穫
を
指
す
と
考
え
る
。

（
６
）
己
円
の
Ｒ
・
日
日
目
〔
①
目
・
駅
Ｑ
Ｃ
２
Ｂ
８
□
旨
く
①
己
の
〔
日
・
言
・
日
日
の
①
Ｐ

己
百
一
・
は
、
・
威
口
・
白
白
の
前
に
①
［
を
補
う
べ
き
と
考
え
る
。
す
な

わ
ち
、
「
州
総
督
お
よ
び
下
僚
ら
の
頭
格
に
関
わ
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
た
し
か
に
文
脈
か
ら
考
え
て
、
州
総
督
に
対
す
る
処
罰
が

言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
。

「
頭
格
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
」
と
は
「
頭
格
刑
己
Ｃ
の
目
日
已
国
一
一
の

⑳
第
六
巻
第
三
五
章
第
五
法
文

（
の
昌
房
）
」
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
の
意
味
。
「
頭
」
を
原
義
と
す
る

８
℃
具
に
は
、
「
人
」
、
さ
ら
に
人
間
と
し
て
の
「
生
命
、
自
由
」
、

「
市
民
と
し
て
の
権
利
能
力
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら

「
頭
格
刑
」
や
「
頭
格
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
日
日
：
三
１
」
等
の

表
現
が
生
じ
て
、
「
頭
格
刑
」
は
死
刑
だ
け
で
は
な
く
、
「
頭
格
減
少

８
口
房
已
の
冒
旨
三
・
」
、
す
な
わ
ち
、
由
の
喪
失
や
市
民
権
の
喪
失
も

含
ん
で
い
た
。
、
｛
・
由
の
巨
日
巴
日
へ
の
①
。
【
の
］
．
ｍ
・
ぐ
・
［
Ｃ
四
目
〔
］
》
因
の
『
ぬ
の
Ｈ
》

雪
Ｑ
こ
＆
＆
一
同
□
量
ご
ミ
ミ
（
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
）
》
の
．
ぐ
・
［
Ｏ
四
‐

□
貝
］
［
勺
・
の
目
８
℃
旨
］
」
の
（
８
口
房
）
］
・
し
か
し
、
船
田
享
二
「
ロ
ー

マ
法
」
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
、
四
一
四
頁
に
よ
る

と
、
帝
政
後
期
に
な
る
と
頭
格
減
少
の
刑
は
消
滅
し
て
「
頭
格
刑
」

は
死
刑
と
同
義
と
な
っ
た
。

（
７
）
日
目
白
・
法
文
⑥
註
（
１
）
を
参
照
。

（
８
）
目
、
閂
言
・
法
文
⑳
で
は
こ
の
語
が
公
共
便
用
牛
車
の
使
用
許
可

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
解
し
た
が
（
法
文
⑳
註
（
３
）
参
照
）
、

こ
こ
で
は
本
来
の
意
味
で
川
い
ら
れ
、
公
共
便
の
た
め
の
牛
の
提
供

な
ど
を
指
す
。
法
文
⑳
も
参
照
。

（
９
）
貝
【
の
８
四
］
Ｃ
ぐ
］
の
の
①
の
①
の
ａ
っ
目
〔
・
の
。
Ｂ
＆
の
目
の
》
昌
彦
」
・
に
よ
れ

ば
、
宛
の
８
四
］
・
ヨ
（
「
私
は
確
認
し
た
」
）
と
添
書
の
弓
⑫
日
已
・
す
る

こ
と
。

四
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同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
全
宮
廷
官
吏
に
〈
宣

示
す
〉
。

〈
我
等
へ
の
〉
忠
誠
な
る
奉
仕
と
い
う
務
め
を
果
た
し
た
後
に
公

（
１
）

（
２
）

の
行
政
職
に
就
い
た
者
た
ち
か
ら
、
認
め
ら
れ
た
特
権
を
取
り
除
け

よ
う
と
し
て
い
る
者
ら
が
い
る
が
、
そ
の
者
ら
は
、
昇
進
の
階
梯
を

経
て
高
み
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
者
た
ち
が
正
当
な
る
免
除
特
権
か

ら
決
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
心
得
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
等
は
次
の
よ
う
に
命
じ
る
。
我
等

が
宮
廷
官
吏
は
、
忠
誠
な
る
奉
仕
と
い
う
責
務
を
果
た
し
て
、
位
階

の
極
み
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
認
め
ら
れ
た
特
権
か
ら
何

も
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
免
除
特
権
は
有
効
な
ま
ま
、
位

（
３
）

階
の
特
権
を
加
逼
え
ら
れ
る
べ
し
。
な
お
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
我
等

は
道
長
官
た
ち
及
び
首
都
長
官
に
書
面
を
送
致
し
た
。

ヤ
ー
ヌ
ァ
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
４
）

七
月
五
日
［
の
．
…
：
日
前
に
］
オ
エ
ス
ク
ス
で
付
与
す
。

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
ｏ
Ｃ
ｇ
関
日
毎
の
８
．
の
国
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

（
１
）
己
三
富
の
己
旦
言
園
（
言
①
印
・
法
文
⑲
や
⑥
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
己
日
巨
の
園
言
は
帝
国
官
庁
に
関
わ
る
職
務
を
指
す
際
に
用
い

ら
れ
、
本
法
文
も
同
様
の
用
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
宮
廷
官
吏
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑱
、
⑮
、
⑳
、
⑯
を
参

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
シ

（
１
）

ウ
ス
に
〈
一
旦
示
す
〉
。

（
２
）

告
発
文
妻
日
の
う
ち
告
発
人
の
名
前
を
欠
い
て
い
る
誹
誇
文
書
は
、

決
し
て
検
討
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
完
全
に
廃
棄
さ
れ
る

べ
し
。
な
ぜ
な
ら
、
告
発
を
な
す
こ
と
に
自
信
の
あ
る
者
は
、
虚
偽

で
秘
密
の
文
書
作
成
に
よ
る
よ
り
も
、
公
明
正
大
な
告
発
に
よ
っ
て

他
人
の
生
命
を
法
廷
に
呼
び
出
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑳
第
九
巻
第
三
四
章
第
四
法
文

刀
ｍ
ｍ
ｏ

ｎ
Ｎ
小

（
３
）
冒
同
の
日
①
ご
Ｂ
ａ
、
ロ
旨
［
目
】
・
の
Ｃ
ｓ
○
吋
①
Ｓ
ｍ
は
第
一
三
巻
第
一
一
一
章

第
一
二
法
文
の
註
釈
に
お
い
て
、
本
法
文
の
ほ
か
、
第
一
二
巻
第
一

章
第
五
七
法
文
、
の
＆
己
〔
・
【
①
の
虫
の
８
旨
①
吉
、
臣
の
己
の
（
Ⅱ
の
國
崖
）
）

』
さ
言
い
》
三
．
ｍ
に
現
れ
る
日
Ｃ
【
①
日
①
ご
白
を
、
「
特
権
目
ご
】
］
の
、
一
四
七
国
の
‐

８
，
畳
ぐ
四
①
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

（
４
）
写
本
に
は
＆
の
８
ま
た
は
房
８
－
と
あ
る
が
、
の
。
〔
ケ
○
吋
の
目
の
）
＆

百
一
・
は
、
こ
の
時
期
の
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
ダ
ー
キ

ア
・
リ
ー
ペ
ン
シ
ス
で
活
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
名
が
他

史
料
で
確
認
さ
れ
る
○
①
の
２
ｍ
で
あ
る
と
解
釈
し
、
三
目
百
ｍ
ｇ
》
且

戸
一
・
も
こ
れ
に
従
う
。
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⑳
第
九
巻
第
一
章
第
六
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
セ
ク
ン
ド

（
１
）

ウ
ス
に
〈
一
日
一
示
す
〉
。

我
等
が
命
ず
る
に
、
ま
さ
に
そ
の
安
全
が
危
機
に
直
面
さ
せ
ら
れ

て
い
る
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
民
事
と
同
様
、
刑
事
の
一
件
書
類
が

交
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
の
潔
白
と
衡
平
に
関
し
て
揺
ら

（
２
）

（
３
）

ぐ
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
一
件
書
類
の
〈
交
付
を
求
め
る
〉
陳
情
が

〈
裁
判
官
に
よ
っ
て
〉
待
た
れ
た
り
、
そ
の
陳
情
が
告
発
人
の
姦
計

に
よ
っ
て
拒
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

○
月
二
一
日
テ
ュ
ロ
ス
で
掲
示
す
。

法
政
史
学
第
六
十
六
号

（
１
）
亘
○
昌
の
房
・
シ
チ
リ
ア
生
ま
れ
で
、
一
一
一
二
八
～
三
一
一
九
年
フ
ェ

ニ
キ
ア
要
。
①
已
昌
総
督
、
三
二
九
／
一
一
一
一
一
一
五
年
シ
リ
ア
総
督
を
務

め
た
国
四
ご
旨
の
亘
○
昌
⑫
旨
の
と
同
定
さ
れ
る
。
具
・
酉
昂
局
・
一
も
つ
・
囚
＄
｛
・

［
句
Ｆ
シ
ご
［
く
め
□
閂
○
ｚ
『
の
閂
こ
の
』
己
．

（
２
）
冒
日
・
田
の
＆
三
・
・
本
法
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
こ
と
は
、
す
で
に
法

文
⑭
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
誹
誘
文
書
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
法
文
⑰
、
⑭
も
参
照
の
こ
と
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
４
）

’
一
月
一
日
に
付
与
す
。

（
１
）
の
①
２
三
房
・
法
文
⑳
註
（
１
）
参
照
。

（
？
】
）
口
［
こ
の
一
口
ご
ｏ
ｎ
の
ご
〔
一
四
一
巨
已
一
，
四
口
〔
｝
の
四
二
Ｃ
口
の
四
の
□
巨
一
［
四
〔
①
、
○
口
の
厨
（
ｍ
〔
・

言
・
自
己
の
①
Ｐ
昌
彦
」
・
は
、
旨
＆
日
呂
の
以
下
を
ご
ｅ
８
己
⑫
山
の
Ｃ
昌
国
〔
①

８
口
⑪
〔
の
〔
と
書
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に

は
、
「
衡
平
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
潔
白
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
」

の
意
味
と
な
る
。

（
３
）
□
の
頁
①
ｎ
畳
Ｐ
（
】
○
二
○
吋
の
Ｓ
ｍ
『
＆
豈
・
一
・
に
よ
れ
ば
、
本
法
文
は
、

訴
訟
当
事
者
が
上
訴
に
向
け
て
原
審
の
一
件
書
類
の
交
付
を
皇
帝
に

請
願
す
る
必
要
は
な
く
、
原
審
の
裁
判
官
は
訴
訟
当
事
者
に
そ
の
よ

う
な
必
要
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
判
断
は
「
勅
法
彙
纂
」
第
一
巻
第
一
二
章
第
二
法
文
や
法
文
⑫
に

も
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
「
皇
帝
に
対

す
る
請
願
」
を
想
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
判
決

を
下
し
た
裁
判
官
に
対
す
る
陳
情
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
解

し
て
お
く
。

（
４
）
写
本
の
の
弓
の
日
ロ
［
一
・
に
従
え
ば
本
勅
法
の
付
与
年
は
三
二
八
年

と
な
る
が
、
酉
昂
同
・
｝
》
弓
・
の
】
←
‐
、
】
ｍ
は
、
名
宛
人
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
の

オ
リ
エ
ー
ン
ス
道
長
官
在
職
期
間
を
三
六
一
～
一
一
一
六
五
、
三
六
五

～
三
六
七
年
と
し
て
、
本
勅
法
は
一
一
一
六
二
年
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と

す
る
。
の
①
①
昊
．
用
婿
陽
冨
も
・
程
は
、
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
の
長
官
在
職

四
四
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⑳
第
一
巻
第
一
六
章
第
四
法
文

（
１
）

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
ナ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
マ
ー
ク
シ
ム
ス
に

〈
宣
示
す
〉
。

も
し
権
勢
あ
る
者
た
ち
の
う
ち
で
何
ぴ
と
か
が
極
め
て
傲
慢
で
あ

プ
ヲ
エ
セ
ス

る
こ
と
か
判
明
－
し
、
諸
州
の
総
督
ら
が
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
ｏ
Ｑ
２
Ｂ
宵
Ｃ
Ｑ
。
⑫
白
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

期
間
を
一
一
一
六
一
年
一
二
月
か
ら
三
六
六
年
初
頭
ま
で
と
し
た
う
え

で
、
真
に
実
効
的
な
規
定
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
盗
意
に
対
抗
し
よ
う

と
す
る
本
勅
法
の
内
容
は
ユ
ー
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
の
精
神
に
合
致
し
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
勅
法
を
ユ
ー
リ
ァ
ー
ヌ
ス
に
帰
す
る
二
○
曰
「

目
自
の
見
解
は
正
当
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
前
提
の
も
と
で

一
二
月
一
日
と
い
う
日
付
が
可
能
な
の
は
、
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
三
六

一
年
一
二
月
一
日
よ
り
後
に
長
官
に
就
任
し
、
ユ
ー
リ
ァ
ー
ヌ
ス
が

一
一
一
六
三
年
の
同
日
よ
り
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
一
一
一

六
二
年
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
本
法
文
の
発
布
年
を
ユ
ー
リ

ア
ー
ヌ
ス
帝
の
三
六
二
年
か
三
六
一
一
一
年
と
す
る
三
・
日
日
の
①
ロ
の
見
解

に
つ
い
て
は
、
法
文
⑰
註
（
７
）
参
照
。

こ
れ
に
対
し
、
の
。
＆
＆
の
目
の
》
己
ロ
」
・
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典

の
別
の
写
本
に
は
ユ
ー
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
に
よ
る
同
内
容
の
法
文
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
本
勅
法
は
⑰
弓
の
日
已
・
通
り
一
一
一
二

八
年
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

ら
ば
、
す
な
わ
ち
審
理
し
た
り
判
決
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可

能
な
ら
ば
、
州
総
督
ら
は
そ
の
者
の
名
に
つ
い
て
我
等
か
少
な
く
と

も
貴
官
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
す
べ
し
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
公
の
秩

序
な
ら
び
に
被
害
者
た
る
よ
り
弱
き
者
た
ち
の
た
め
に
な
る
よ
う
な

や
り
方
で
、
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
後
略
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
２
）

’
’
一
月
一
一
九
日
ト
レ
ー
ウ
ィ
リ
ー
で
付
与
す
。

（
１
）
三
目
言
巨
の
・
本
法
文
は
次
の
法
文
⑳
と
名
宛
人
、
発
布
年
月
日
、

発
布
地
と
が
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
り
、
両
法
文
は
発
布
時
点
で
は
単

一
の
法
を
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
法
文
⑰
は
道
長
有
宛
と

な
っ
て
お
り
、
酉
滝
同
・
一
》
弓
・
＄
量
．
（
ぐ
巴
の
旨
の
三
目
言
巨
の
お
）
に
よ

れ
ば
、
彼
は
三
二
七
年
か
ら
一
一
一
二
八
年
に
オ
リ
エ
ー
ン
ス
道
長
官
を

務
め
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
註
（
１
）
を
参
照
。
ま

た
、
法
文
⑳
、
⑳
、
⑩
、
⑳
、
⑰
、
⑧
の
名
宛
人
と
同
定
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
そ
の
際
の
官
職
名
の
混
乱
に
つ
い
て
は
法
文
⑰
註

（
１
）
お
よ
び
法
文
⑪
註
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
こ
の
年
ト
レ
ー
ウ
ィ
リ
ー
に

い
た
か
ど
う
か
、
二
。
日
白
の
の
Ｐ
＆
す
」
・
は
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

他
方
、
の
①
の
号
記
侭
困
§
も
」
『
⑭
》
因
四
日
の
の
）
」
春
ご
同
）
弓
言
も
．
『
ｍ
で

は
、
同
年
末
に
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
ト
レ
ー
ウ
ィ
リ
ー

に
い
た
と
し
て
、
本
法
文
の
の
弓
の
ａ
目
・
に
問
題
は
な
い
も
の
と
し

四
五
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⑳
第
七
巻
第
二
○
章
第
五
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
道
長
官
マ
ー
ク
シ

（
１
）

ム
ス
に
〈
一
旦
示
す
〉
。

（
２
）

下
士
官
の
地
位
に
あ
っ
た
退
役
兵
や
そ
の
戦
功
ゆ
追
え
に
様
々
な
名

誉
を
受
け
た
退
役
兵
が
、
〈
名
誉
に
〉
相
応
し
か
ら
ざ
る
不
正
ゆ
え

に
起
訴
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
る
べ
し
。
し
か
し
な
が

（
３
）

ら
、
何
ぴ
と
か
が
か
か
る
罪
で
捕
ら
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
な
さ
れ
た

（
４
）

一
」
と
が
そ
の
性
質
上
い
と
も
迅
速
に
裁
か
れ
う
る
よ
う
に
、
諸
州
の

総
督
ら
は
汝
の
法
廷
に
報
告
し
、
上
述
の
者
た
ち
Ｔ
捕
ら
え
ら
れ

た
者
た
ち
）
を
汝
の
官
庁
に
送
致
す
る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
。

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ー
ヌ
ス
と
ユ
ー
ス
ト
ゥ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の

（
５
）

一
一
一
月
一
一
九
日
ト
レ
ー
ウ
ィ
リ
ー
で
付
与
す
。

法
政
史
学
第
六
十
六
号

て
い
る
。
法
文
⑳
註
（
３
）
も
参
照
。

（
１
）
二
目
目
ｇ
・
法
文
⑯
註
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
口
。
（
の
Ｒ
・
ユ
ニ
曾
旨
の
．
下
士
官
ロ
。
（
①
ｎ
月
に
つ
い
て
は
、
法
文

⑦
註
（
２
）
、
法
文
⑳
註
（
３
）
、
法
文
⑳
註
（
８
）
を
参
照
。

（
３
）
ご
Ｒ
１
日
目
・
「
か
か
る
罪
」
と
は
、
皇
帝
か
ら
の
特
権
を
受
け

た
退
役
兵
に
は
相
応
し
く
な
い
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
の
◎
弓
・
‐

⑳
第
一
巻
第
一
六
章
第
五
法
文

同
Ｔ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
オ
リ
エ
ー
ン
ス
道
長

（
１
）

官
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
に
〈
宣
示
す
〉
。

（
２
）

（
３
）

正
規
裁
判
官
た
る
州
総
督
ら
の
、
あ
る
い
は
代
官
の
職
権
が
、
監

視
役
し
了
し
て
悪
行
を
匡
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
位
者
た
る
責

一
一
一
二
九
年

可
①
目
印
》
且
戸
一
・
に
よ
れ
ば
、
本
法
典
編
纂
時
に
省
略
さ
れ
た
前
の
部

分
か
、
あ
る
い
は
こ
の
部
分
に
何
ら
か
の
説
明
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。

（
４
）
ロ
◎
の
曰
ロ
ロ
巴
旨
〔
の
・
こ
こ
で
は
の
の
が
直
前
の
胃
日
日
を
示
す
も

の
と
解
し
、
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。
な
お
、
退
役
兵
を
示
す
と
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
「
退
役
兵
の
地
位
ゆ
え
」
迅

速
に
裁
か
れ
う
る
よ
う
に
、
と
な
る
。

（
５
）
（
さ
〔
ご
可
の
ｓ
の
》
且
ず
』
・
は
、
同
年
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス

帝
が
ガ
リ
ア
に
は
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
マ
ー
ク
シ
ム
ス
は
ガ
リ
ア

の
道
長
官
で
あ
り
、
同
地
で
受
領
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
こ
の
年
ガ
リ
ア
に
い
な

か
っ
た
と
の
・
弓
○
吋
①
Ｓ
の
が
断
定
す
る
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
法
文

⑰
註
（
２
）
も
参
照
。

四

六
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（
４
）

官
の
職
権
お
よ
び
代
官
の
職
権
に
属
す
る
下
僚
た
十
つ
は
、
徴
収
〈
業

務
〉
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
〈
課
税
台
帳
〉
記
載
の
税
が

州
の
下
僚
団
と
州
総
督
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
何
と
な
れ
ば
、
徴
収
が
ほ
と
ん
ど
果
た
さ
れ
な
い
と
き
は
、
我

（
５
）

等
の
裁
判
官
席
の
前
に
引
き
出
弐
こ
れ
た
者
が
、
頭
格
と
全
財
産
〈
喪

（
６
）

失
〉
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
充
仏
る
か
ら
で
あ
る
。

正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
プ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
目
に
し
て
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
イ
ウ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
四
月
一
八
日
コ
ー
ン

（
７
）

ス
タ
ン
ー
ア
ィ
ー
ノ
ポ
リ
ス
で
付
与
す
。

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｏ
ｏ
ｑ
の
浅
目
胃
。
□
・
の
一
画
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

（
１
）
の
①
自
己
房
・
法
文
⑳
註
（
１
）
な
ら
び
に
本
法
文
の
註
（
７
）

を
参
照
。

（
２
）
Ｃ
ａ
ヨ
且
巨
の
一
己
①
〆
Ｒ
Ｃ
ぐ
一
己
四
日
目
【
①
。
〔
。
『
・
州
総
督
が
最
下
級
審

の
正
規
裁
判
官
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑤
註
（
２
）
を

参
照
。

（
３
）
の
①
■
ご
】
、
目
四
つ
。
【
①
の
国
の
・
二
・
日
日
の
①
Ｐ
己
戸
一
・
は
、
の
①
巨
［
旨
の
の
巨

言
目
二
・
斤
の
国
の
す
な
わ
ち
「
あ
る
い
は
貴
官
の
、
あ
る
い
は
代
官

の
職
権
」
と
考
え
る
方
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

代
官
ぐ
旨
嵐
巨
の
（
道
長
官
・
首
都
長
官
の
）
に
つ
い
て
は
、
法
文

③
註
（
１
）
を
参
照
。

（
４
）
①
苗
昌
目
①
の
。
「
徴
税
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
「
債
務
者
に
対
し
て

債
務
を
弁
済
さ
せ
る
た
め
の
法
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
債
務
を
合

法
的
に
取
り
立
て
る
こ
と
」
と
い
う
一
般
的
な
語
義
（
の
｛
・
因
の
温
の
【
》

向
冒
豈
ｇ
三
、
ロ
ミ
（
§
白
ご
［
法
文
⑳
註
（
３
）
所
引
］
》
の
．
ぐ
・
［
向
苗
。
‐

〔
一
・
］
）
、
お
よ
び
前
の
文
に
「
悪
行
己
曰
く
の
、
①
の
白
」
と
い
う
表
現
が
あ

る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
滞
納
し
て
い
る
税
の
取
り
立
て
と
も
解
さ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
徴
収
」
と
訳
し
て
お
く
。

（
５
）
目
〔
の
ヨ
盲
目
一
己
◎
の
日
目
の
吾
夛
言
の
・
三
○
日
日
の
①
Ｐ
＆
ず
」
・
は
、

目
（
①
の
前
に
一
呂
自
を
補
っ
た
方
が
よ
い
と
す
る
。
そ
う
補
え
ば
訳

ユ
ー
デ
ヶ
ス

文
は
「
州
総
督
は
我
等
の
裁
判
官
席
の
前
に
引
き
出
些
ご
れ
て
、
」
と

な
る
。
「
我
等
の
裁
判
官
席
」
と
は
実
際
に
は
「
皇
帝
に
代
わ
っ
て

ぐ
－
，
①
巴
ｎ
国
」
裁
判
を
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
道
長
官
の
法
廷

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
た
し
か
に
二
．
日
日
の
ｇ
の
よ
う
に
補
っ
た
方

ユ
ー
デ
ク
ス

が
、
道
長
官
が
州
総
督
の
職
務
怠
慢
を
裁
く
と
い
う
関
係
が
明
確
と

な
り
、
前
の
文
の
理
由
づ
け
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。

（
６
）
「
頭
格
Ｂ
ご
臣
［
」
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
４
）
を
参
照
。

（
７
）
本
法
文
の
⑪
弓
の
ａ
ｇ
ｏ
は
混
乱
し
て
い
る
。
三
二
九
年
の
正
し

い
コ
ー
ン
ス
ル
年
表
記
は
「
正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八

度
目
に
し
て
（
副
帝
）
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
四
度
目
の

コ
ー
ン
ス
ル
の
年
」
で
あ
る
が
、
本
法
文
の
写
本
で
は
ヨ
ー
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
四
度
Ⅱ
」
と
な
っ
て
い
る
。
副
帝
名
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
イ
ー
ヌ
ス
と
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
混
同
さ
れ
や
す
く
、

本
法
文
と
同
じ
コ
ー
ン
ス
ル
年
表
記
を
持
つ
法
文
も
多
い
。
し
か

し
、
本
法
文
に
お
い
て
は
、
発
布
地
が
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ

リ
ス
で
あ
る
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
法
文
は
名
宛
人

で
あ
る
「
オ
リ
エ
ー
ン
ス
道
長
官
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
」
の
在
任
期
間

四
七
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⑳
第
九
巻
第
二
一
章
第
四
法
文

（
１
）

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
ナ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ヘ
ル
ピ
デ
ィ
ウ
ス
に

〈
宣
示
す
〉
。

（
２
）

以
前
決
定
共
こ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
い
か
な
る
所
有
者
で
あ
れ
、
そ

法
政
史
学
第
六
十
六
号

（
一
一
一
六
一
～
三
六
六
あ
る
い
は
一
一
一
六
七
年
。
法
文
⑳
註
（
１
）
参
照
）

中
に
発
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
・
日
目
の
①
Ｐ
己
嵌
」
・
は
本

法
文
と
他
の
「
道
長
官
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
」
宛
の
二
法
文
（
法
文
⑳
お

よ
び
法
文
⑳
）
を
、
ユ
ー
リ
ァ
ー
ヌ
ス
帝
が
一
一
一
六
三
年
に
発
布
し
た

本
法
典
第
一
巻
第
二
二
章
第
一
一
一
法
文
と
の
類
似
も
勘
案
し
て
、
い
ず

れ
も
ユ
ー
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
に
よ
り
三
六
二
年
ま
た
は
一
一
一
六
一
一
一
年
に
発

布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
セ
ク
ン
ド
ゥ
ス
の
オ
リ

エ
ー
ン
ス
道
長
官
在
任
期
間
を
三
六
一
～
三
六
六
年
と
考
え
る

の
①
の
民
は
、
こ
の
間
に
四
月
一
八
日
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ノ
ポ
リ

ス
で
の
発
布
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
一
一
一
六
二
年
、
一
一
一
六
四
年
、
三
六

五
年
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
と
ウ
ァ

レ
ン
ス
の
両
帝
が
コ
ー
ン
ス
ル
で
あ
っ
た
三
六
五
年
の
発
布
と
考
え

れ
ば
、
甘
の
」
⑫
シ
シ
・
８
己
の
の
．
と
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
弓
印
＆
已
○

か
ら
、
混
乱
が
生
じ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
す
る
用
侭
腐
曾
七
・

四
『
）
。
国
島
田
・
一
ら
・
巴
①
（
の
四
目
日
日
言
の
Ｃ
Ｏ
目
目
印
の
四
頁
旨
の
四
）
も

の
①
①
具
に
従
い
、
本
法
文
の
発
布
年
を
三
六
五
年
と
し
て
い
る
。

の
者
が
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
ま
ま
、
そ
の
者
の
地
所
や
家
屋
で
貨
幣

（
３
）

が
秘
密
裡
に
作
ら
れ
て
打
刻
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
国
庫
は
そ
の
恥
ず

べ
き
行
為
の
場
を
そ
の
者
の
所
有
権
か
ら
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
〈
し
か
し
〉
今
や
〈
所
有
者
の
〉
区
別
だ
て
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
が
近
く
に

居
を
構
え
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
不
注
意
や
怠
慢
が
罰
せ
ら
れ

る
べ
き
な
の
で
、
以
前
の
決
定
が
妥
当
す
る
が
、
他
方
も
し
所
有
者

が
そ
の
家
屋
や
所
領
か
ら
極
め
て
遠
く
離
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の

者
は
い
か
な
る
損
失
も
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

０
と
こ
ろ
で
寡
婦
と
後
見
下
の
未
成
熟
者
は
特
別
な
寛
恕
に
値

す
る
と
我
等
は
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
寡
婦
は
近
く
に
居
を
構
え

て
い
て
も
、
彼
女
た
ち
の
側
に
〈
恥
ず
べ
き
行
為
を
〉
関
知
し
て
い

る
と
い
う
か
く
も
重
い
罪
が
一
切
な
い
な
ら
、
そ
の
家
屋
や
所
領
を

奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
後
見
下
の
未
成
熟
者
は
、
た

と
え
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
損
失
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
実
際
未
成
熟
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
た
ち
の

年
齢
で
は
何
を
見
て
い
る
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
者
た
ち
の
後
見
人
た
ち
が
も
し
も
近
く
に
い
る
な
ら

ば
、
彼
ら
が
未
成
熟
者
の
財
産
に
お
い
て
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
知

ら
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
以
上
、
次
の
よ
う
な
罰
が
待
ち

受
け
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
十
分
な
資
産
を
持
ち
合
わ
せ
て

四
八
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い
た
な
ら
、
後
見
人
の
財
産
か
ら
、
〈
本
来
〉
未
成
熟
者
か
ら
没
収

き
る
べ
き
分
の
額
が
国
庫
に
支
払
わ
れ
る
べ
し
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が

（
２
）

以
上
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
れ
ば
、
以
前
に
公
布
さ
れ
た
法
は
す
べ
て

の
条
項
で
保
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
目
に
し
て
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
五
月
四
日
に
付

（
４
）

与
す
。テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｃ
ａ
の
〆
弓
胃
。
□
・
の
一
目
巨
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

法
文
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
３
）
当
時
の
貨
幣
の
作
り
方
に
つ
い
て
は
、
法
文
⑳
註
（
２
）
参

召
８

（
４
）
こ
の
の
ｇ
の
ｎ
回
目
・
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
註
（
７
）
参
照
。

の
①
①
烏
記
這
い
§
七
・
＠
ｍ
は
、
西
①
一
つ
一
日
巨
の
が
名
宛
人
と
し
て
確
認
さ

れ
る
法
文
が
三
二
一
年
か
ら
一
一
一
二
四
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ｍ
ｇ
ｍ
ａ
ｇ
Ｃ
に
誤
記
が
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
推
論
を
行

う
。
す
な
わ
ち
、
誤
記
を
招
い
た
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
と

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
コ
ー
ン
ス
ル
を
務
め
た
年
と
し
て
三
二

○
年
と
一
一
一
二
六
年
の
二
つ
の
可
能
性
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
西
の
一
ロ
ー

□
言
の
前
任
者
が
一
一
一
二
○
年
一
二
月
四
日
に
付
与
さ
れ
た
法
文
⑭
の

名
宛
人
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
、
三
二
○
年
の
可
能
性
は
除
外
さ

（
１
）

（
２
）

西
の
一
目
言
・
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
法
文
⑯
註
（
１
）
参
照
。

の
。
＆
・
可
の
目
の
．
四
二
」
・
は
、
法
文
⑪
に
対
す
る
修
正
条
項
が
本
⑳
第
一
一
巻
第
一
一
一
○
章
第
一
五
法
文

（
１
）

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
ー
ナ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ア
ー
フ
リ
カ
州
会
議

に
〈
宣
示
す
〉
・

自
ら
の
係
争
事
項
が
判
決
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
訴
訟

（
２
）

エ
ゴ
事
者
が
、
訴
訟
の
主
要
部
分
〈
が
終
了
し
た
段
階
〉
か
ら
異
議
申

立
を
す
る
と
、
自
身
に
対
し
て
不
正
が
行
な
わ
れ
た
、
と
裁
判
官
ら

は
不
当
に
も
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
法
廷
に
お
い
て
新
し
い
こ
と

で
も
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
訴
訟
の
主
要
部
分
が
裁

決
さ
れ
た
あ
と
に
は
、
訴
訟
当
事
者
が
法
の
救
済
策
に
よ
っ
て
係
争

を
維
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
ら
は
以
下
の

こ
と
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
訴
者
を
投
獄
し
た
り

れ
る
。
他
方
、
後
任
者
が
三
二
六
年
一
一
一
月
五
日
に
付
与
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
法
文
③
の
名
宛
人
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

国
①
一
つ
己
言
宛
の
本
法
文
は
一
一
一
二
六
年
一
一
一
月
五
日
以
前
に
発
布
さ
れ

て
、
一
一
一
二
六
年
五
月
四
日
に
「
掲
示
」
さ
れ
た
も
の
だ
と
結
論
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
沙
．
、
富
、
白
眉
○
一
》
軍
Ｑ
宵
冒
言
量
さ
ロ
ミ
ニ

用
○
言
②
８
房
詩
句
目
‐
同
冒
、
ミ
（
も
目
の
』
①
き
）
七
・
缶
》
二
・
四
は
ｍ
の
①
、
【

説
を
斥
け
て
一
一
一
二
四
年
説
を
隅
え
、
酉
昂
同
・
一
》
己
・
←
］
②
（
西
国
国
皀
‐

『
の
己
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

四
九
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⑳
第
五
巻
第
一
○
章
第
一
法
文

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
彼
の
イ
ー
タ
リ
ァ
住
民
に
〈
宣

示
す
〉
・

先
帝
た
ち
の
法
に
従
っ
て
、
も
し
何
ぴ
と
か
が
、
血
か
ら
〈
生
じ

兵
士
た
ち
に
監
視
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
八
度
目
に
し
て
副
帝
コ
ー
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
七
月
二
九
日
カ

ル
タ
ー
ゴ
ー
で
掲
示
す
。

法
政
史
学
第
六
十
六
号

（
１
）
８
己
９
－
旨
目
白
。
ご
旨
目
の
シ
豆
８
の
・
州
会
議
に
つ
い
て
は
、
法
文

⑰
註
（
２
）
を
参
照
。

（
２
）
８
房
四
目
己
已
］
の
・
法
文
⑲
で
は
占
有
と
区
別
す
る
た
め
「
本

権
訴
訟
」
と
訳
出
し
た
が
、
本
法
文
は
上
訴
の
手
続
き
を
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
性
質
が
異
な
る
。
の
。
ｇ
・
可
①
目
の
．
且
戸
一
・
で
は
、
こ
れ

に
続
く
文
に
あ
る
「
訴
訟
の
主
要
部
分
ロ
⑦
ｍ
・
冒
日
目
ロ
ロ
日
］
の
」
と

同
じ
意
味
に
解
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。
な
お
、
異
議

申
立
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
法
文
⑳
、
⑭
、
⑬
、
⑳
、
⑭
、
⑭
、
⑳

な
ど
を
参
照
。

五
○

（
１
）

た
ば
か
り
〉
の
子
を
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
れ
適
法
に
購

入
し
、
養
育
さ
れ
る
べ
き
子
で
あ
る
と
考
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
の

奴
隷
と
し
て
〈
子
を
〉
保
持
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

幾
年
か
が
経
過
し
た
の
ち
に
、
何
ぴ
と
か
が
、
そ
の
子
を
自
由
へ
と

連
れ
戻
そ
う
と
す
る
か
、
ま
た
は
、
〈
そ
の
子
を
自
分
の
〉
奴
隷
だ

と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
同
種
の
別
の
も
の
Ｔ
奴
隷
）
を
提
供
す
る

か
、
ま
た
は
、
見
合
う
だ
け
の
代
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
文
書
を
作
成
し
た
う
え
で
代
金
を
支
払
っ
て
権
利
を
得
た
者

は
、
自
ら
の
債
務
の
た
め
に
〈
そ
の
子
を
〉
売
却
す
る
自
由
な
権
能

を
も
有
す
る
ほ
ど
に
、
確
実
に
所
有
す
る
の
が
当
然
だ
か
ら
で

（
２
）

あ
る
。
こ
の
法
に
背
こ
う
と
試
み
た
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
罰
が
科

さ
れ
る
べ
し
。

正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
目
に
し
て
副
帝
コ
ー
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
八
月
一
八
日

（
３
）

セ
ル
デ
ィ
カ
で
付
与
す
。

（
１
）
四
の
目
、
日
ロ
①
頁
目
印
・
の
○
二
○
吋
①
自
の
、
。
、
』
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に

旨
百
局
の
語
は
な
く
、
四
ｍ
目
、
日
ロ
①
と
な
っ
て
い
る
が
、
の
・
吾
・
‐

言
自
の
は
こ
の
煙
⑰
目
、
巳
自
の
を
「
産
血
が
付
着
し
た
子
巨
目
の
叩
目
‐

ぬ
日
ロ
・
一
自
白
の
」
と
解
し
て
お
り
、
ま
た
、
蚕
の
①
Ｈ
）
Ｄ
Ｂ
ご
ミ
冒
言

ギ
ミ
ミ
Ｓ
二
（
法
文
⑮
註
（
２
）
所
引
）
ら
・
岳
①
も
同
様
に
当
該
筒
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
ｎ
．
□
①
メ
ョ
ケ
の
。
□
８
画
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

所
を
「
新
生
児
」
と
解
し
て
い
る
。

（
２
）
の
○
二
○
吋
①
Ｓ
ｍ
》
＆
、
・
の
』
お
よ
び
］
・
向
く
目
の
○
日
弓
の
》
門
百
ご
§
亘

雪
三
宮
員
占
討
ニ
ミ
ミ
ミ
電
（
法
文
⑭
註
（
７
）
所
引
）
も
」
屋
Ｐ
⑦
ｍ

は
、
本
法
文
に
お
け
る
子
の
売
却
を
親
に
よ
る
も
の
と
み
る
。

困
窮
の
あ
ま
り
に
親
が
子
を
殺
害
し
た
り
売
却
し
て
し
ま
う
事
例

が
あ
と
を
絶
た
ず
（
法
文
⑳
お
よ
び
法
文
⑱
）
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
は
三
二
一
一
一
年
に
、
生
殺
与
奪
の
権
を
認
め
ら
れ
て
い

る
家
父
で
あ
っ
て
も
、
卑
属
の
ｎ
ｍ
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
と
定
め
た
（
法
文
⑩
）
。
親
に
よ
る
子
殺
し
・
子
捨
て
を

抑
制
し
よ
う
と
し
た
こ
れ
ら
一
連
の
立
法
の
流
れ
の
な
か
に
、
本
法

文
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
法
文
で
は
、
親
が
文
書
を
作
成

し
た
う
え
で
子
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、
か
か
る
売
買
で
あ
っ
て
も

法
に
則
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
み
な
し
、
購
入
者
の
所
有
権
の
ほ
う

を
保
護
す
る
旨
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
に
よ
る
子
の

売
却
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

（
３
）
の
①
①
具
》
記
侭
田
冨
菖
》
弓
・
＄
）
〕
①
ｍ
は
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ

ス
帝
が
、
一
一
一
二
九
年
の
八
月
三
Ⅱ
（
法
文
⑳
）
と
一
○
Ⅱ
一
一
五
Ⅱ

（
法
文
⑦
）
に
ヘ
ー
ラ
ク
レ
ー
ァ
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
間
の
短
い
問
で
セ
ル
デ
ィ
カ
に
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し

て
、
本
法
文
の
付
与
年
を
一
一
一
二
九
年
で
は
な
く
一
一
一
一
九
年
ま
た
は
三

二
○
年
と
す
る
。
因
國
目
の
の
》
之
篁
同
昌
、
言
七
・
二
も
の
①
①
ｎ
戸
に
従
い
、

三
一
九
年
と
し
て
い
る
。

⑳
第
一
二
巻
第
一
章
第
一
六
法
文

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
〈
宣
示
す
〉
。

も
し
都
市
政
務
向
職
に
指
名
さ
れ
た
者
た
ち
が
逃
亡
し
た
と
き

は
、
彼
ら
は
探
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
彼
ら
が
頑
な
な
意
志

に
よ
っ
て
潜
伏
し
え
た
と
き
は
、
彼
ら
の
財
産
は
、
さ
し
あ
た
り
彼

ム
ネ
ラ

ら
に
代
わ
っ
て
一
一
人
官
職
の
負
担
へ
と
召
集
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
に

（
１
）

委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
彼
ら
が
の
ち
に
発
見
さ
れ

た
と
き
は
、
九
二
年
間
二
人
官
職
の
重
責
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
強

ム
ネ
ラ

制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
公
的
な
負
担
に
服
す
る
こ
と
を
避

け
よ
う
と
企
て
た
者
た
ち
は
す
べ
て
、
同
様
の
状
態
に
置
か
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
Ｈ
に
し
て
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
九
月
二
九
日
セ
ル

（
２
）

デ
ィ
カ
で
付
与
す
。

（
１
）
の
○
二
．
汀
①
ｓ
⑰
》
己
豈
」
・
は
、
逃
亡
者
の
代
わ
り
に
二
人
官
職
に

就
い
た
者
た
ち
へ
の
財
産
付
与
は
、
彼
ら
が
二
人
官
と
し
て
故
郷
の

便
益
な
い
し
娯
楽
の
た
め
に
行
う
出
費
を
補
填
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
て
、
永
続
的
で
は
な
く
暫
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
２
）
の
①
の
呈
記
侭
房
§
》
己
。
①
ｍ
は
、
続
く
法
文
⑳
が
一
一
一
二
九
年
一
○

五
一
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⑳
第
一
二
巻
第
一
章
第
一
七
法
文

同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス

（
１
）

Ⅱ
パ
ー
ア
ル
ヌ
ス
に
〈
宣
示
す
〉
。

ム
ネ
ラ

少
●
な
か
ら
ざ
る
者
た
ち
に
市
民
の
負
担
か
ら
の
免
除
を
与
え
て
い

た
勅
答
は
廃
止
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
者
た
ち
が
市
民
の
義
務
に
結
び

付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
や
都
市
参
事
会
の
同

法
政
史
学
第
六
十
六
号

月
一
一
五
日
に
ヘ
ー
ラ
ク
レ
ー
ァ
で
付
与
さ
れ
、
同
じ
ヘ
ー
ラ
ク
レ
ー

ア
と
い
う
場
所
が
、
コ
ー
ン
ス
ル
年
が
誤
っ
た
数
字
を
示
し
て
は
い

る
も
の
の
名
宛
人
か
ら
し
て
確
か
に
同
年
八
Ⅱ
三
日
に
付
与
さ
れ
た

法
文
⑳
に
も
現
れ
る
こ
と
（
法
文
⑳
註
（
４
）
参
照
）
か
ら
す
る

と
、
そ
の
間
に
本
法
が
へ
－
ラ
ク
レ
ー
ア
か
ら
離
れ
た
セ
ル
デ
ィ
カ

で
付
与
さ
れ
た
と
い
う
の
は
非
常
に
疑
わ
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
写

本
の
印
呂
の
ａ
目
・
に
従
え
ば
一
一
一
二
九
年
八
月
一
八
日
に
同
じ
セ
ル

デ
ィ
カ
で
付
与
さ
れ
た
は
ず
の
法
文
⑪
が
、
遅
く
と
も
三
一
一
九
年
六

月
二
一
日
に
付
与
さ
れ
た
勅
答
の
中
に
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
セ
ル
デ
ィ
カ
と
い
う
付
与
地
を
勘
案
す
る
と
、
本
法
文
は

コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
が
五
度
目
も
し
く
は
六
度
Ⅱ
の
コ
ー

ン
ス
ル
の
職
に
あ
っ
た
一
一
一
一
九
年
か
三
二
○
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
す
る
。
国
口
目
の
の
》
ヱ
ミ
向
ご
ｓ
言
七
・
二
も
、
疑
問
符
を
付
し
つ
つ

三
一
九
年
と
解
し
て
い
る
。

五
二

（
２
）

意
に
よ
っ
て
あ
る
者
に
与
え
ら
れ
た
免
除
も
有
効
で
は
な
く
、
す
べ

ム
・
不
う

て
の
者
が
負
担
〈
を
担
う
べ
き
〉
集
団
へ
と
徴
集
さ
れ
る
べ
き
で
あ

『
Ｃ
Ｏ正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
目
に
し
て
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
○
月
二
五
日
へ
－

（
３
）

一
フ
ク
レ
ー
ア
で
付
与
す
。

（
１
）
宮
口
の
〔
旨
の
Ｓ
ｇ
の
ｇ
Ｅ
の
．
色
男
田
・
一
も
．
①
目
（
巨
日
の
言
の
勺
皀
の
目
巨
印

。
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
お
そ
ら
く
は
属
州
の
統
治
者
で
、
管

区
代
官
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
の
。
＆
・
可
の
合
⑫
》
＆
戸

一
・
》
の
Ｃ
ｏ
ｏ
丙
》
辱
】
号
嬉
も
．
凹
困
は
、
エ
ジ
プ
ト
州
総
督
ロ
日
号
の
白
の
房
の
‐

ぬ
百
二
で
あ
っ
た
と
解
す
る
。

（
２
）
の
・
弓
・
可
の
ｓ
の
》
己
ケ
」
・
は
、
「
勅
法
彙
纂
」
第
一
○
巻
第
Ⅲ
七

（
四
六
）
章
第
二
法
文
、
「
学
説
彙
纂
」
第
五
○
巻
第
九
章
第
四
法
文

を
挙
げ
て
、
こ
こ
で
の
免
除
を
、
市
民
や
都
市
参
事
会
の
同
意
を
得

て
皇
帝
の
勅
答
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
市
民
や
都

市
参
事
会
の
決
議
号
Ｒ
①
国
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

（
３
）
の
①
の
景
宛
侭
房
§
》
己
」
②
○
は
②
９
ｍ
ｇ
目
・
通
り
に
本
法
が
一
一
一
二

九
年
に
付
与
さ
れ
た
と
す
る
が
、
の
①
の
景
畳
言
菅
ら
・
囲
い
は
、
付

与
地
や
、
本
法
と
こ
れ
に
先
行
す
る
法
（
法
文
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳
）

と
の
関
係
か
ら
、
三
一
一
五
年
に
へ
－
ラ
ク
レ
ー
ァ
で
付
与
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
し
、
本
来
の
の
ｇ
の
ａ
ｇ
ｏ
は
「
一
○
月
二
五
日
へ
－
ラ

ク
レ
ー
ア
で
付
与
し
、
正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
と
副
帝
が

Hosei University Repository



同
（
Ⅱ
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
）
帝
が
ク
ラ
ー
リ
ッ
シ
ミ

（
１
）

－
級
の
道
長
官
ら
に
〈
一
日
一
示
す
〉
。

前
略
。
都
市
参
事
会
員
は
元
老
院
を
目
指
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
〈
す
で
に
〉
そ
の
位
階
を
得
て
い
る
者
た
ち
は
そ
の
ま
ま

〈
そ
こ
に
〉
留
ま
る
べ
し
Ⅶ

川
無
論
、
我
等
は
、
兵
士
の
息
子
た
ち
が
以
前
の
命
令
に

（
２
）

従
い
、
父
の
軍
務
を
受
け
継
ぐ
か
、
ｊ
ｂ
し
軍
務
に
つ
く
こ
と
を
拒
否

（
３
）

し
て
し
か
ｊ
ｂ
満
一
一
一
五
歳
に
達
し
て
い
る
な
ら
ば
、
都
市
参
事
会
に
委

ね
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
欲
す
る
。

正
帝
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
八
度
目
に
し
て
コ
ー
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
が
四
度
目
の
コ
ー
ン
ス
ル
の
年
の
一
一
月
二
五
日
に
付

（
４
）

与
す
。

⑳
第
一
二
巻
第
一
章
第
一
八
法
文

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
（
Ｃ
ａ
の
〆
弓
冒
ａ
。
⑭
国
目
の
）
（
一
六
）
（
後
藤
）

（
１
）
三
、
一
目
の
呂
目
の
・
法
文
⑭
註
（
２
）
参
照
。

コ
ー
ン
ス
ル
の
年
（
Ⅱ
’
一
一
二
六
年
）
…
…
受
領
す
（
＆
〔
．
ご
臼
百
一
・

三
○
ぐ
・
国
の
日
ｏ
｝
の
四
，
四
円
・
…
Ｃ
Ｃ
ｐ
ｍ
Ｂ
三
二
○
シ
・
①
［
ｎ
．
８
局
の
。
）
」
で
あ
っ

た
と
推
測
し
て
い
る
。

（
２
）
の
Ｃ
Ｂ
Ｃ
可
①
ｓ
の
》
＆
面
」
・
は
、
本
法
に
先
立
つ
コ
ー
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
に
よ
る
命
令
と
し
て
、
法
文
⑭
、
⑳
、
⑲
を
挙
げ
て

い
る
。
退
役
兵
の
息
子
に
課
さ
れ
る
兵
役
な
い
し
都
市
参
事
会
の
負

担
に
関
し
て
は
、
法
文
⑭
註
（
２
）
参
照
。

（
３
）
の
○
二
・
吋
①
Ｓ
ｍ
・
己
ケ
」
・
は
、
コ
ー
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
自

身
が
、
都
市
参
事
会
員
や
退
役
兵
の
息
子
が
都
市
参
事
会
の
負
担
に

服
す
べ
き
年
齢
を
一
八
歳
（
法
文
③
）
、
二
五
歳
（
法
文
⑳
）
、
の
ち

に
は
一
六
歳
（
本
法
典
第
七
巻
第
二
二
章
第
四
法
文
［
一
一
一
一
一
一
二
年
］
。

本
法
典
第
一
二
巻
第
一
章
第
一
九
法
文
［
一
一
一
三
一
年
］
で
は
一
八

歳
）
と
様
々
に
定
め
て
い
た
と
し
た
上
で
、
本
法
文
に
お
け
る
「
三

五
歳
」
と
い
う
年
齢
は
「
二
五
歳
」
に
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
そ
う
解
す
る
こ
と
が
確
か
に
法
文
⑳
と
調
和
す
る
と
し
て
お

り
、
の
①
の
昌
辱
｝
弓
億
七
・
田
「
も
「
二
五
歳
」
に
書
き
換
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
法
文
⑳
注
（
４
）
も
参
照
。

（
４
）
三
○
日
日
の
目
は
、
本
法
文
や
法
文
⑳
を
含
む
九
法
文
に
つ
い
て
、

本
来
は
同
一
の
法
で
あ
っ
て
一
一
一
五
三
年
に
発
布
さ
れ
た
も
の
と
解
し

て
い
る
（
法
文
⑭
註
（
１
）
・
註
（
７
）
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
、

の
①
の
民
『
記
免
へ
息
菖
》
二
・
全
‐
産
は
、
そ
れ
ら
九
法
文
が
本
来
は
同
一
の

法
で
あ
っ
た
と
す
る
三
・
日
日
の
目
の
見
解
は
受
け
容
れ
な
が
ら
も
、

以
下
の
よ
う
な
推
論
に
基
づ
い
て
、
そ
の
発
布
年
を
三
一
一
六
年
と
解

す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
法
文
中
の
「
以
前
の
命
令
」
と
は
コ
ー
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
自
身
が
定
め
た
法
文
⑳
（
の
①
の
民
は
付
与
年
を

三
一
八
年
と
す
る
。
法
文
⑳
註
（
９
）
参
照
）
を
指
し
て
お
り
、

従
っ
て
、
本
法
文
は
一
一
一
一
八
年
よ
り
後
の
三
二
六
年
（
法
文
⑳
）
か

五
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（
附
記
）
今
回
の
担
当
者
は
、
浦
野
聡
、
大
清
水
裕
、
後
藤
篤
子
、

芹
澤
悟
、
田
中
創
、
林
信
夫
、
樋
脇
博
敏
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
六
十
六
号

一
一
一
二
九
年
（
本
法
文
）
に
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
一
一
二
七
年

に
掲
示
さ
れ
た
法
文
⑲
に
お
け
る
「
寛
裕
な
る
我
等
が
定
め
た
こ

と
」
と
は
本
法
文
を
含
む
九
法
文
を
指
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
は

一
一
三
六
年
に
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

（
未
完
）

五
四
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